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このたびは大切な方のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。
練馬区では、ご遺族の皆さまが葬儀後に必要な主な手続きをできるだけ円滑に進めてい
ただけるよう「おくやみハンドブック」を作成しました。
また、練馬区役所本庁舎 2 階の「おくやみコーナー（P.31）」では、区役所で必要な手続
きのお手伝いやご案内をしております。どうぞ、ご利用ください。
このハンドブックが、少しでもご遺族の皆さまのお役に立てれば幸いです。

P.4 ～ 6 の「手続きチェックリスト」と P.7 〜 29 の「各手続き詳細ページ」をご覧いただくと、
必要な手続きの特定と手続きの詳細を確認できるようになっています。ご自身で庁内手続
きを進めていただく際に、ご活用ください。
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身近な方が亡くなった後の手続きなどの一般的な流れ

※手続きの横の数字は、該当ページを示しています。

おくやみ手続きナビのご案内

インターネットで簡単な質問に答えるだけで、必要な手続き
が確認できるナビゲーションツールです。
ご活用ください。

期限 各種届出・相談等 備考

７日以内 ● 死亡届の提出

死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
死亡届に基づき、戸籍や住民票に死亡が記載されますが、本籍地や住所地以外の役所へ
死亡届を提出された場合、戸籍や住民票への反映に時間がかかる場合があります。

15 日以内 ● 児童手当の手続き（P.23）

お早めに ● 世帯主変更の手続き　（P.7）
● 年金関係の手続き　（P.17）

書類の準備が整い次第
お手続きしてください。

３か月以内 ● 相続放棄・限定承認　（P.39）

４か月以内 ● �亡くなられた方の所得税の準確定申告　（P.39）

10 か月以内 ● 相続税の申告・納付　（P.39）

１年以内 ● 指定葬儀場使用料の助成金の申請　（P.27）

２年以内

● 葬祭費の申請
・75歳未満の方（P.12、45～46）
・75歳以上の方（P.14、42～44）

● 高額療養費の申立て申請
・75歳未満の方（P.11）
・75歳以上の方（P.13）

練馬区おくやみコーナー　　場　　所：練馬区役所本庁舎２階　区民部戸籍住民課
	 電　　話：03-5984-1198
	 受付時間：午前 9 時～午後 5 時　　　　　
	 　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）

おくやみ
手続きナビは
こちらから
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おくやみ手続き Q&A  

Q1Q1 死亡届について教えてください。

A1A1 死亡の事実を知ったときから７日以内に、①死亡した場所、②死亡された方の本籍地、
③届出人の住所地、のいずれかの自治体に届出が必要です。届出人は、親族、同居者、
家屋管理人等で、提出は葬儀社等に代行してもらうことも可能です。

Q2Q2 火葬許可証と埋葬許可証の違いはなんですか？

A2A2 死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。火葬許可証を火葬場に提示すると、
火葬後に日時を記入して返却され、それが埋葬許可証となります。この埋葬許可証
がないと墓地に埋葬ができませんので大切に保管してください。

Q3Q3 死亡が記載された戸籍はいつから取得できますか？

A3A3 本籍地が練馬区で、練馬区に死亡届を出された場合は、10日程度（土日祝日を除く）で死
亡が記載された戸籍が取得できます。本籍地や死亡届の提出先が練馬区以外の場合は、
取得可能な日にちが異なりますので、本籍地の区市町村にお問い合わせください。

Q4Q4 戸籍謄本（戸籍の証明書）が必要になることがある手続きは何ですか？

A4A4 ・年金の受給権者および加入者の死亡による給付手続き（未支給年金等）
・マル障の還付手続き	 ・生命保険金などを受け取る手続き　
・自動車の所有権を移転する手続き	 ・高額療養費の手続き
・銀行預金や証券の名義変更の手続き	 ・相続や相続放棄の手続き
・お墓の名義変更の手続き
などがあります。必要書類の詳細については、提出先にお問い合わせください。

Q5Q5 住民票（除票）の写しが必要になることがある手続きは何ですか？

A5A5 ・年金の受給権者および加入者の死亡による給付手続き（未支給年金等）
・相続登記　
　などがあります。必要書類の詳細については、提出先にお問い合わせください。

Q6Q6 デジタル遺産とは何ですか？

A6A6 亡くなられた方が、スマートフォンなどで管理していたお金に関する財産（ネット
銀行の預金残高、各種ポイントなど）のことです。確認するためには、ID やパスワード
が必要となります。このため、対応方法をエンディングノートに記載するなどして、
事前に準備しておくと安心です。
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手続きチェックリストの「郵送」「オンライン」の欄が○になっている手続きは、各担当の窓
口のほか、それぞれの方法でも申請が可能です。

区分 該当事項 郵送 オンライン 詳細
ページ

戸
籍
・
住
民
登
録

□ 世帯主が亡くなった
P.7

□ マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードを
持っていた

□ 印鑑登録をしていた
P.8

□ 戸籍謄本（戸籍の証明書）が必要 ○ ○

□ 住民票（除票）の写しが必要 ○ ○ P.9

保
険
・
年
金
関
係

□ 国民健康保険（75歳未満の方）に加入していた ○※ ○※ P.10

□ 後期高齢者医療制度（75歳以上の方）に加入していた ○※ ○※ P.13

□ 介護保険（65歳以上または介護認定を受けていた方）に
加入していた ○ ○※ P.15

□ 国民年金を受給せずに亡くなった
（年金を受給していた方は P.33をご確認ください。） ○ P.1７

障
害
・
福
祉

□ 自立支援医療受給者証（精神通院）、
精神障害者保健福祉手帳を持っていた ○

P.18
□ 身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）を持っていた

□ 障害者に係る手当などを受給していた ○
P.19

□ 東京都心身障害者医療費助成（マル障）の受給者証を
持っていた

□ 難病、BC 肝炎、人工透析、小児慢性、育成医療、
東京都大気汚染等の医療費助成制度の認定を受けていた ○

P.20
□ 被爆者健康手帳を持っていた ○

手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

※一部の手続き

広
告
掲
載
事
業
者

案
内
図

相
続
に
つ
い
て

区
役
所
以
外
で
行
う
手
続
き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
で
行
う
手
続
き
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手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 郵送 オンライン 詳細
ページ

障
害
・
福
祉

□ 車いす・介護用ベッドなどの福祉用具を利用していた
P.21

□ 紙おむつ等の支給を受けていた

子
ど
も
・
子
育
て

□ 就学援助（小中学校）を受けている、または新たに就学援助を
受けたい ○

P.22
□ 子ども医療証の交付を受けている ○

□ 児童手当を受けている ○ ○
P.23

□ 児童扶養手当、児童育成手当（育成）、児童育成手当（障害）、
特別児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成を受けている ○

□ 保育園に通園している子がいる ○ ○

P.24□ 幼稚園に通園している子がいる ○

□ 学童クラブに入会している子がいる ○

税
金
・
助
成
金
・
区
民
葬
儀
等

□ 税金に関する手続き ○ ○※ P.25

□ 原付バイク（125cc以下）を所有していた ○
P.26

□ 犬を飼っている ○

□ 指定葬儀場使用料の助成を受けたい ○ ○ P.27

□ 区民葬儀を利用したい ○ P.28

□ ごみを処分したい
P.29

□ 区営住宅・区立高齢者集合住宅に住んでいた ○

手続きチェックリストの「郵送」「オンライン」の欄が○になっている手続きは、各担当の窓
口のほか、それぞれの方法でも申請が可能です。

※一部の手続き

広
告
掲
載
事
業
者

案
内
図

相
続
に
つ
い
て

区
役
所
以
外
で
行
う
手
続
き
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ェ
ッ
ク
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区
役
所
で
行
う
手
続
き
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手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当事項 詳細
ページ

年
金
・
公
共
料
金
・
運
転
免
許
証
等

□ 国民年金・厚生年金を受給していた、または、加入していた

P.33

□ 共済年金を受給していた、または、加入していた

□ 社会保険に加入していた

□ 固定資産税・都市計画税の現所有者の申告、送付先の変更、
口座振替の停止など

□ 公共料金（電気、ガス、水道）の名義変更・解約など

□ 在留カード、特別永住者証明書を持っていた

□ 運転免許証・運転経歴証明書を持っていた

□ 二輪車（125cc 超）、自動車を持っていた

P.34

□ 軽自動車を持っていた

□ 銀行の口座凍結解除・クレジットカードの解約・有価証券の相続など

□ 簡易保険、生命保険の死亡保険金の請求など

□ NHK の解約、名義変更など

□ シルバーパスの返納

□ 恩給を受けていた

□ パスポートの返納

□ 電話、インターネット、ケーブルテレビについて

□ 都営住宅に住んでいた

□ お墓を持っていた

広
告
掲
載
事
業
者

案
内
図

相
続
に
つ
い
て

区
役
所
以
外
で
行
う
手
続
き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

区
役
所
で
行
う
手
続
き
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